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介護認定審査会資料の情報開示請求の仕方 

 

「市原市介護認定審査会資料等開示請求書」に必要事項を記入のうえ、「必要書類」を添付

して、高齢者支援課の窓口に提出してください。 

 介護認定審査会資料は個人情報であるため、原則として窓口で手続きをすることとして

います。しかし、やむを得ない理由により窓口に来ることが困難な場合には、事前に高齢

者支援課までご相談ください。 

 

１．「市原市介護認定審査会資料等開示請求書」の記入方法 

 

書き方は記入例をご覧下さい。請求する人によって、記入の仕方が異なります。 

  ※請求件数 1 件あたり、1 枚の請求書が必要です。 

  例）最新の介護認定審査会資料と、その前の介護認定審査会資料が必要な場合には、

請求書が 2 枚必要になります。 

 

 

   開示請求ができる人 

   ①被保険者である本人 

   ②本人の委任をうけた「三親等内の血族、配偶者又は三親等内の姻族」に 

あたる家族 

   ③本人の法定代理人 

   ④本人と居宅介護支援、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービ 

スの提供に係る契約を締結している事業者で、本人から委任を受けた者 

 

   本人が死亡している場合に開示できる人 

   ①三親等以内の血族、配偶者又は三親等内の姻族（以下「遺族」という。） 

   ②遺族の法定代理人 

 

 

 

２．「必要書類」について 

 

   請求する人によって、添付する書類が異なりますので、３ページの表にてご確認く

ださい。また、「写し」と記載していないものについては、原本をご用意ください。 
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３．郵送により開示請求をする場合の「返信用封筒」について 

 

   事前に高齢者支援課にご相談いただき、郵送で手続きをされる方については、切手を

貼付した返信用封筒を同封してください。 

※ 個人情報保護のため、郵送の際に、「簡易書留」を希望される方は、その分の切手

を貼付していただき、返信用封筒の表に赤字で「簡易書留」と記入してください。 

 

  （料金の目安） 

開示請求数 封筒のサイズ 重 さ 通常料金 簡易書留 

1 件 長形 3 号 ５０ｇ以内 ９０円 ３９０円 

2 件～３件 定形外 １００ｇ以内 １４０円 ４４０円 

    ※簡易書留にすると一通あたり、３００円が追加でかかります。 

    （簡易書留を利用したい場合の返信用封筒） 

          例 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．郵送・問い合わせ先 

 

市原市役所 高齢者支援課 認定係  

  〒290-8501 

 千葉県市原市国分寺台中央１－１－１  

  ℡ ０４３６－２３－９８７３ 

 

 

※介護認定審査会資料の返送先は、「市原市介護認定審査会資料等開示請求書」の請求者の欄

にある住所となります。なお、身分証明書の住所と請求者の欄に記入いただいた住所が一致

しない場合には、受付ができませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

簡
易
書
留 
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必要書類 請求者によって、必要な書類が異なりますのでご確認下さい。また、請求する人

が本人以外の時は、①～③の複数の書類の添付が必要です。 

請求者 必要書類（ 窓口 での請求 ） 必要書類（ 郵送 での請求 ） 

本人 

本人の運転免許証、旅券など請求者の身分

を証明する書類を 1 点。（写真の添付がな

い健康保険等の被保険者証、年金手帳など

の場合は 2 点必要です。） 

本人の運転免許証、旅券など請求者の身分

を証明する書類の写し 1 点。（写真の添付

がない健康保険等の被保険者証、年金手帳

などの場合は 2 点必要です。） 

本人の 

法定代

理人 

① 請求する人の運転免許証、旅券など請

求者の身分を証明する書類を 1 点（写

真の添付がない健康保険等の被保険者

証、年金手帳などの場合は 2 点必要で

す。） 

② 法定代理人であることを証明する以下

の書類 

成年後見人は、登記事項証明書又は、

裁判所の審判書と確定証明書の２点

でも可。旧法適用者は、戸籍謄本。 

① 請求する人の運転免許証、旅券など請

求者の身分を証明する書類の写し1点

（写真の添付がない健康保険等の被保

険者証、年金手帳などの場合は 2 点必

要です。） 

② 法定代理人であることを証明する以下

の書類 

成年後見人は、登記事項証明書又は、

裁判所の審判書の写しと確定証明書

の写しの２点でも可。旧法適用者は、

戸籍謄本。 

③ 返信先を事務所等にする場合は、従業

員証など所属を証明する書類の写し。 

家族 

① 請求する人の運転免許証、旅券など請

求者の身分を証明する書類を 1 点（写

真の添付がない健康保険等の被保険者

証、年金手帳などの場合は 2 点必要で

す。） 

② 戸籍抄本または戸籍謄本（本人との家

族関係を証明する書類） 

 

※本人と請求者が同一世帯で、市原市内に

住民票がある場合には、「市が住民基本台

帳で確認することに同意する同意書」を添

えることで②に変えることができます。

（８ページを参照） 

① 請求する人の運転免許証、旅券など請

求者の身分を証明する書類の写しを 1

点（写真の添付がない健康保険等の被

保険者証、年金手帳などの場合は 2 点

必要です。） 

② 戸籍抄本または戸籍謄本（本人との家

族関係を証明する書類） 

 

※本人と請求者が同一世帯で、市原市内に

住民票がある場合には、「市が住民基本台

帳で確認することに同意する同意書」を添

えることで②に変えることができます。

（８ページを参照） 

遺族 

① 請求する人の運転免許証、旅券など請

求者の身分を証明する書類を 1 点（写

真の添付がない健康保険等の被保険者

証、年金手帳などの場合は 2 点必要で

す。） 

② 戸籍謄本、住民票（除票）のいずれか

で、遺族関係がわかる書類 

① 請求する人の運転免許証、旅券など請

求者の身分を証明する書類の写しを 1

点（写真の添付がない健康保険等の被

保険者証、年金手帳などの場合は 2 点

必要です。） 

② 戸籍謄本、住民票（除票）のいずれか

で、遺族関係がわかる書類 
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請求者 必要書類（ 窓口 での請求 ） 必要書類（ 郵送 での請求 ） 

遺族の 

法定代

理人 

① 請求する人の運転免許証、旅券など請

求者の身分を証明する書類を 1 点（写

真の添付がない健康保険等の被保険者

証、年金手帳などの場合は 2 点必要で

す。） 

② 法定代理人であることを証明する以下

の書類 

成年後見人は、登記事項証明書又は、

裁判所の審判書と確定証明書の２点

でも可。旧法適用者は、戸籍謄本。 

③ 戸籍謄本、住民票（除票）のいずれか

で、遺族関係がわかる書類 

 

① 請求する人の運転免許証、旅券など請

求者の身分を証明する書類の写しを 1

点（写真の添付がない健康保険等の被

保険者証、年金手帳などの場合は 2 点

必要です。） 

② 法定代理人であることを証明する以下

の書類 

成年後見人は、登記事項証明書（裁判

所の審判書の写しと確定証明書の写

しの２点を添付しても可能です。） 

旧法適用者は、戸籍謄本。 

③ 戸籍謄本、住民票（除票）のいずれか

で、遺族関係がわかる書類 

④ 返信先を事務所等にする場合は、従業

員証など所属を証明する書類の写し。 

居宅介

護支援

事業所

等 

① 請求する人の運転免許証、旅券など請

求者の身分を証明する書類を 1 点（写

真の添付がない健康保険等の被保険者

証、年金手帳などの場合は 2 点必要で

す。） 

② 居宅介護支援、居宅サービス等の提示

にかかる契約書など本人との契約等を

証明する書類の原本と、契約名、契約

日、契約者の印がある面の写し。 

③ 従業者身分証明書、健康保険証等の居

宅介護支援事業者等の従業者であるこ

とを証明する書類。 

① 請求する人の運転免許証、旅券など請

求者の身分を証明する書類の写しを 1

点（写真の添付がない健康保険等の被

保険者証、年金手帳などの場合は 2 点

必要です。） 

② 居宅介護支援、居宅サービス等の提示

にかかる契約書など本人との契約等を

証明する書類写し（契約名、契約日、

契約者の印がある面の写しを添付して

ください。） 

③ 従業者身分証明書、健康保険証等の居

宅介護支援事業者等の従業者であるこ

とを証明する書類の写し 

 


